
八潮市借上型市営住宅基準
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（趣旨）
第１条	　この基準は、八潮市借上型市営住宅整備要綱第２条第１号に規定する借上型市営住宅に関する基準を定めるものとする。
（用語の定義）
第２条　この基準において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
（１）住宅　人の居住の用に供する建物で長屋又は共同住宅をいう。
（２）住戸　人の居住の用に供する建物で長屋又は共同住宅内の１戸のこと
　　をいう。
（３）長屋　２戸以上の住戸が開口部のない壁又は床を共有し、共用部分を
介さず直接住戸に入る形式の住宅をいう。
（４）共同住宅　２戸以上の住戸が廊下、階段、広間等を共有する形式の住
宅をいう。
（住宅の位置）
第３条　借上型市営住宅は、居住環境が著しく阻害されるおそれがなく、通勤、
通学、日用品の購買その他入居者が日常生活をする上で最低限必要な利便施
設が周辺に整った位置に存しなければならない。
（住宅の基準）
第４条　借上型市営住宅は、市営住宅として、１０年間（再契約する場合は再契約後の期間の末日まで）管理することに適した住宅でなければならない。
２　借上型市営住宅は、建築基準法第６条第１項又は第６条の２第１項に規定する確認がなされ、昭和５６年６月１日以降に着工し、同法第７条第５項又は第７条の２第５項に規定する検査済証を取得した住宅でなければならない。
３　前項の規定にかかわらず、昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅であっても、一般財団法人日本建築防災協会の耐震基準に定める耐震診断又は耐震補強を行ったもので、かつ、耐震性能について、耐震判定書または耐震改修証明書がある場合はその限りではない。
４　借上型市営住宅は、借上期間満了日における築後の経過年数が公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）第１３条第１項に定める耐用年数以内でなければならない。
（住宅等の規模及び設備）
[bookmark: _Hlk172704522]第５条　借上型市営住宅の住戸数は、住宅又は同一敷地内に建てられた住宅から２戸以上でなければならない。ただし、市長が、市営住宅の管理上、支障がないと認める場合は、この限りでない。
２　借上型市営住宅の一戸の床面積の合計（共用部分の床面積を除く。）は２５㎡以上のものとする。
３　借上型市営住宅の住戸には、居室（台所を除く。以下同じ。）、台所、玄関、トイレ、浴室、洗面設備、洗濯機置場が設けてあること。
４　借上型市営住宅のうち、窓、バルコニー、開放された廊下及び階段、屋上広場等で、人が落下する危険を及ぼすおそれのある箇所には、堅固でかつ安全な手すりその他危険防止設備が設けてあること。
５　借上型市営住宅のし尿及び生活雑排水処理については、水洗方式により、浄化槽の設置又は公共下水道への接続がなされていること。なお、公共下水道への接続は、下水道法、八潮市下水道条例その他関係法令に定める事項に遵守しているものであること。

（住戸の基準）
第６条　借上型市営住宅の住戸は、次の各号に掲げる要件に適合するものとする。
　（１）居室のうち、１室以上はエアコン用のスリーブ及び専用コンセントが
あり、エアコンが取り付けられなければならない。
　（２）台所には、給湯できる設備があることを標準とし、流し、調理台、コ
ンロ台、換気設備等が設置されていなければならない。
（３）台所の流し、調理台、コンロ台等の周りの壁は、耐水性を有する材料
で仕上げられていなければならない。
（４）台所でガスを燃料とする場合は、ガス漏れ警報器が設置されていなけ
ればならない。
（５）玄関外部には、表札と住宅番号が表示されてあること。
（６）トイレには、洋式便器が設置されてあること。
（７）浴室には、浴槽、シャワー設備及び給湯できる設備が設置されている
こと。
（８）洗面設備に給湯できる設備があること。
（９）洗濯機置場は、水栓及び排水設備が設置されていなければならない。
　（１０）洗濯機置場の床は、耐水性を有する材料で仕上げられていなければ
ならない。
（１１）地上デジタル放送に対応したテレビ受信設備が設置されていること。
（１２）窓等の開口部（玄関の扉を除く。）には、網戸が設けられているこ
と。
（１３）各室には、照明器具を設置できなければならない。
（１４）各室には、コンセントを適宜設けられていなければならない。
（１５）台所、洗濯機置場その他の水回りには、アース付きコンセントが設
けてあることを標準とする。
（１６）各住戸には、電話が設置できなければならない。
（１７）各住戸には、草加八潮消防組合火災予防条例（平成２８年条例第３
７号）の規定により、住宅用防災機器が設けられていなければならない。

　　　附則
1． この基準は、市長決裁の日から施行する。
2． 令和６年８月１日から令和７年３月３１日までの間に、八潮市借上型市営住宅整備要綱第２条第２号の事業候補者が、同要綱第４条第１項にかかる申請をする場合におけるこの基準の適用については、第５条第１項中「２戸以上」とあるのは、「１戸以上」とする。この場合において、同項ただし書の規定は適用しない。

　　　附則
１．この基準は、市長決裁の日（令和８年６月１８日）から施行する。
２．令和８年７月１日から令和９年３月３１日までの間に、八潮市借上型市営住宅整備要綱第２条第２号の事業候補者が、同要綱第４条第１項にかかる申請をする場合におけるこの基準の適用については、第５条第１項中「２戸以上」とあるのは、「１戸以上」とする。この場合において、同項ただし書の規定は適用しない。
３．改正後の八潮市借上型市営住宅基準の規定は、施行日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
